
令和８年４月１日から

※

交
通
反
則
通
告
制
度
と
は
、

比
較
的
軽
微
な
交
通
違
反
に
青
切
符
が
交
付
さ
れ
、

違
反
者
が
反
則
金
を
納
付
す
れ
ば
刑
事
罰
に
移
行
し
な
い
制
度
で
す
。

指導取締り対象年齢

16歳以上

ル
ー
ル
の
再
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
！

指定場所一時不停止等

5,000円

携帯電話使用等(保持) 信号無視

6,000円 6,000円

無灯火

5,000円

公安委員会遵守事項違反
･傘差し運転

5,000円 3,000円

並進禁止違反

※通話、画像注視

通行区分違反(右側通行)
※いわゆる逆走

～対象となる違反行為の一例と反則金の額～

あきた交通安全大使
相場 詩織さん

※ただし歩行者や他の車両に、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な場合に検挙を行います。

止
ま
っ
て
下
さ
い
！

･イヤホン使用

12,000円

(※高校生を含む)


